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中国（上海）自由貿易試験区における税関の自主管理プログラムの実施 

(1) 概要 

上海税関は 2014 年 7 月 4 日に 2014 年第 32 号公

告を公布し、中国（上海）自由貿易試験区（以下「自

由貿易試験区」）において企業の自主管理プログラ

ムを実施する旨を明らかにした。当該プログラムは、

コンプライアンス違反に対する処罰を減免する代わ

りに、企業が税関に関わるコンプライアンス上の問

題を自ら税関に開示するよう促すことを目的として

いる。自主管理プログラムは自由貿易試験区にお

ける革新的な措置の一つとして、今後、上海市にお

いて、さらには全国において適用されるようになる

可能性がある。第 32 号公告は公布日より実施され

る。 

(2) 自主管理プログラムの要点 

1) 適用対象企業 

自由貿易試験区内の税関で登記済みの企業は、自

主管理プログラムの適用対象となる。 

2) 自主管理の内容 

自主管理プログラムを適用する企業は、以下に関

わるコンプライアンス上の問題を自ら税関に報告す

ることができる。 

 一般貿易における輸出入活動 

 加工貿易における輸出入活動および保税輸出

入活動 

 減免税貨物（無償貸与設備を含む）に関する輸

出入活動 

 税関申告、保税物流および免税品販売等の輸

出入活動 

 その他の輸出入活動または生産経営活動と関

連する行為 

3) 自主管理プログラムによる処罰の減免 

税関は自主管理プログラムによりコンプライアンス

上の問題を自ら報告した企業に対して、以下のとお

り処罰を減免することができる。 

 行政処罰を減免する 

 企業が規定の期限までに追徴税額を納付した

が、延滞金の納付に困難がある場合、延滞金を

減免する 

 企業の税関信用格付を引き下げない 

 企業がコンプライアンス上の問題を速やかに是

正し、かつ内部管理体制を改善した場合、翌年

度の税関調査対象企業リストに入れない 

(3) コメント 

自主管理プログラムは、『税関調査条例』のディス

カッションドラフト（2014 年 6 月版）における関連の

条項、および仲介機構の役割に関する内容を反映

した措置であり、税関と企業の双方にとって、リスク

マネジメントのための効果的な手段となるだろう。企

業は、自主管理プログラムの下で処罰の減免を受

けるために、税関の専門家の助けも借りて自主検
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査を行い、発見した問題を税関に自ら報告すること

が考えられる。 

多くの国の税関は、調査や訴訟による多額のコスト

の発生を回避しつつ、税収を確保するため、企業の

コンプライアンス管理の手段の一つとして、類似の

プログラムを有している。中国の税関は、他国の経

験を踏まえた上で、報告のプロセスおよび提出書類

に関するガイドラインを追って公布することになるだ

ろう。自主管理プログラムの適用を希望する企業は、

今後の動向に留意し、必要に応じて専門家のアドバ

イスを求める必要がある。 
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